
業　務　委　託　設　計　書

技術管理課

設計 検算 照合 係長 課長

業務番号 主　管 設計

水道局技術部維持課漏水防止係    令和 07年    11 月

業務名 委託期間

安佐南区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業 　契約締結の日から        日間

令和    09年    03 月    31 日まで

履行場所

広島市安佐南区・安佐北区

予算科目 業 務 委 託 金 額 （内訳）

委託施工理由

  本作業は、水道管路を良好な状態に保つため、広島市安佐南区・安佐北区

の漏水防止調査及び管路巡視点検を行うものである。

業務内容

　　漏水防止調査 1 式

　　管路巡視点検 1 式

　　定置式自記録水圧計測定点検 1 式

(目)  
  金      　　　　　　　　　　 円

(節)  

令和 ０８年度

(項)  
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内　　　 訳　　　 表
　（上段：前　回　下段：今　回）

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

業務委託費

直接業務費

漏水防止調査

作業計画作成

         1 式  第 2001 号 明細書

現場調査

         1 式  第 2002 号 明細書

報告書作成

         1 式  第 2003 号 明細書

管路巡視点検

作業計画作成

         1 式  第 2004 号 明細書

管路パトロール

         1 式  第 2005 号 明細書

弁栓類点検

         1 式  第 2006 号 明細書

水管橋・橋梁添架管点検

         1 式  第 2007 号 明細書

報告書作成

         1 式  第 2008 号 明細書

 費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 摘　　　要
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内　　　 訳　　　 表
　（上段：前　回　下段：今　回）

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

定置式自記録水圧計測定点検

測定点検

         1 式  第 2009 号 明細書

報告書作成

         1 式  第 2010 号 明細書

直接経費

安全費

安全費（率分）

         1 式 3.0%

業務原価

         1 式

諸経費

         1 式

業務価格

         1 式

消費税及び地方消費税相当額

         1 式 10.00%

業務委託費計

         1 式

 費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 摘　　　要

 - 4 -

 
 本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市



第 2001 号 明細書          1　式

作業計画作成
(上段：前　回　下段：今　回)

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

作業計画作成

163.3 ｋｍ

合    計

第 2002 号 明細書          1　式

現場調査
(上段：前　回　下段：今　回)

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

現場下見調査

4.84 ｋｍ

第SA0027号特殊代価表

戸別音聴調査 道路上のみ

158.46 ｋｍ

弁栓音聴調査

158.46 ｋｍ

多点相関調査

調査工

136 箇所

多点相関調査

データ処理解析

136 箇所

漏水確認調査

0.59 ｋｍ

合    計

第 2003 号 明細書          1　式

報告書作成
(上段：前　回　下段：今　回)

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

報告書作成

基本的な事項のみ

163.3 ｋｍ

合    計

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要
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第 2004 号 明細書          1　式

作業計画作成
(上段：前　回　下段：今　回)

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

第SA0012号特殊代価表

作業計画作成

728.32 ｋｍ

合    計

第 2005 号 明細書          1　式

管路パトロール
(上段：前　回　下段：今　回)

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

管路パトロール

728.32 ｋｍ

合    計

第 2006 号 明細書          1　式

弁栓類点検
(上段：前　回　下段：今　回)

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

第SA0014号特殊代価表

弁栓類点検

1,387 箇所

合    計

第 2007 号 明細書          1　式

水管橋・橋梁添架管点検
(上段：前　回　下段：今　回)

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

第SA0020号特殊代価表

水管橋・橋梁添架管点検

41 箇所

合    計

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要
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第 2008 号 明細書          1　式

報告書作成
(上段：前　回　下段：今　回)

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

報告書作成

管路パトロール

728.32 ｋｍ

第SA0016号特殊代価表

報告書作成

弁栓類点検

1,387 箇所

第SA0021号特殊代価表

報告書作成

水管橋・橋梁添架管点検

41 箇所

合    計

第 2009 号 明細書          1　式

測定点検
(上段：前　回　下段：今　回)

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

第SA0023号特殊代価表

測定点検

パソコン処理共

26 回

合    計

第 2010 号 明細書          1　式

報告書作成
(上段：前　回　下段：今　回)

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

第SA0025号特殊代価表

報告書作成

12 回

合    計

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要
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第 SA0012 号 特殊代価表　作業計画作成         10　　　ｋｍ　　 当り

　　　　　　
数　　量 単　位 単　　価 金　　額

調査技師

         0.25

人

調査助手

         0.25

人

合    計

         1

ｋｍ 円／ｋｍ

第 SA0014 号 特殊代価表　弁栓類点検         10　　　箇所　　 当り

　　　　　　
数　　量 単　位 単　　価 金　　額

調査技師              [1]

         0.5

人

調査助手              [1]

         0.5

人

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]

 乗車定員5名 排気量1.5L          0.5

日

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]

 乗車定員5名 排気量1.5L          1

時間

ガソリン

         2.6

Ｌ

諸雑費

Σ[1] * 0.03          1

式

合    計

         1

箇所 円／箇所

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要
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第 SA0016 号 特殊代価表　報告書作成         10　　　箇所　　 当り

　　　　　　弁栓類点検
数　　量 単　位 単　　価 金　　額

調査技師

         0.25

人

調査助手

         0.25

人

合    計

         1

箇所 円／箇所

第 SA0020 号 特殊代価表　水管橋・橋梁添架管点検         10　　　箇所　　 当り

　　　　　　
数　　量 単　位 単　　価 金　　額

調査技師              [1]

         2

人

調査助手              [1]

         2

人

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]

 乗車定員5名 排気量1.5L          2

日

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]

 乗車定員5名 排気量1.5L          7

時間

ガソリン

        18.2

Ｌ

諸雑費

Σ[1] * 0.03          1

式

合    計

         1

箇所 円／箇所

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要
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第 SA0021 号 特殊代価表　報告書作成         10　　　箇所　　 当り

　　　　　　水管橋・橋梁添架管点検
数　　量 単　位 単　　価 金　　額

調査技師

         0.36

人

調査助手

         0.36

人

合    計

         1

箇所 円／箇所

第 SA0023 号 特殊代価表　測定点検          2.6　　　回　　 当り

　　　　　　
数　　量 単　位 単　　価 金　　額

調査助手              [1]

         1

人

調査補助員              [1]

         1

人

パソコン損料

         1

日

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]

 乗車定員5名 排気量1.5L          1

日

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]

 乗車定員5名 排気量1.5L          5

時間

ガソリン

        13

Ｌ

諸雑費

Σ[1] * 0.01          1

式

合    計

         1

回 円／回

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要
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第 SA0025 号 特殊代価表　報告書作成         1　　　　回　　 当り

　　　　　　
数　　量 単　位 単　　価 金　　額

第SA0026号特殊代価表

データ整理（下位代価）

         7

箇所

合    計

         1

回 円／回

第 SA0026 号 特殊代価表　データ整理（下位代価）          1　　　箇所　　 当り

　　　　　　
数　　量 単　位 単　　価 金　　額

調査助手

         0.1

人

合    計

         1

箇所 円／箇所

第 SA0027 号 特殊代価表　戸別音聴調査         158.46　　ｋｍ　　 当り

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

第SA0028号特殊代価表

戸別音聴調査（下位代価）

     12,839

戸

合    計

         1

ｋｍ 円／ｋｍ

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要

名　　　　　　称 摘　　　要
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第 SA0028 号 特殊代価表　戸別音聴調査（下位代価）          570　　　　戸　　 当り

数　　量 単　位 単　　価 金　　額

調査助手              [1]

         2

人

漏水探知器損料

         1

日

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]

 乗車定員5名 排気量1.5L          1

日

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]

 乗車定員5名 排気量1.5L          1

時間

ガソリン

         2.6

Ｌ

諸雑費

Σ[1] * 0.02          1

式

合    計

         1

戸 円／戸

名　　　　　　称 摘　　　要
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仕  様  書 

 

１ 適用 

本業務は、広島市水道局委託契約約款（長期継続契約用）、特記仕様書及び業務条件明示により 

履行すること。 

 

２ 監督員 

⑴ 発注者は、監督員の氏名を受注者に通知するものとする。その者を変更したときも同様とす 

る。 

 ⑵ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、受注者に対する指示、承諾、協議  

等の職務を行うものとする。 

 

３ 現場責任者 

⑴ 本業務にあたっては、業務の統括、承諾、指導監督等を行う現場責任者を配置しなければな  

らない。 

⑵ 現場責任者は、恒常的かつ直接的な雇用関係のある者とし、漏水調査作業の実務経験７年以 

上かつ水道管路施設管理技士２級以上（（公社）日本水道協会登録）の有資格者を選任しなけれ 

ばならない。なお、現場責任者は漏水防止調査、管路巡視点検及び定置式自記録水圧計測定点 

検に従事する技術者を兼ねることができる。 

⑶ 契約締結後、速やかに現場責任者通知書、雇用証明書等の写し及び有資格証の写しを監督員 

に提出すること。 

⑷ 現場責任者を変更する場合は、変更理由を明確にした上で、速やかに現場責任者変更通知書 

を監督員に提出すること。 

 

４ 本業務に従事する技術者 

⑴ 本業務に従事する技術者（以下「技術者」という。）は、次のとおりとする。なお、技術者は、 

漏水防止調査、管路巡視点検及び定置式自記録水圧計測定点検に従事する技術者を兼ねること  

ができる。 

ア 漏水防止調査 

(ｱ) 調査技師は、漏水調査業務及び漏水防止業務に精通し、業務の統括、計画、立案、指導 

ができる技能を有し、実務経験７年以上の者。 

(ｲ) 調査助手は、漏水調査及び管路探知等の作業を習熟し、実務経験１年以上の者。 

イ 管路巡視点検 

(ｱ) 調査技師は、管路点検について、作業の内容が判断できる技術力、機器類の操作技能、 

作業の指導等の技能及び水道管路施設管理技士３級以上（（公社）日本水道協会登録）の資 

格を有する者で、かつ、漏水点検について、漏水調査及び管路探知等の作業を習熟し、実 

務経験１年以上の者。 

(ｲ) 調査助手は、管路点検について、作業の内容が判断できる技術力及び機器類の操作技能 

を有し、実務経験２年以上の者で、かつ、漏水点検について、漏水調査及び管路探知等の 

作業を習熟し、実務経験１年以上の者。 

ウ 定置式自記録水圧計測定点検 

(ｱ) 調査助手は、漏水防止調査又は管路巡視点検と同等以上の資格又は実務経験を有する者。 
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(ｲ) 調査補助員は、調査助手の指示に従って作業を行う能力を有する者。 

 ⑵ 実務経験とは、履行開始日までに指定の年数以上を有していること。 

⑶ 契約締結後、速やかに漏水調査員届、管路巡視点検員届、測定点検員届及び有資格証の写し 

を監督員に提出すること。 

⑷ 技術者を変更する場合は、速やかに変更書類を監督員に提出すること。 

 

５ 設計図書の点検 

  受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督員に書面により報告し、そ 

の指示を受けなければならない。 

 

６ 委託業務実施計画書 

⑴ 受注者は、契約締結後、速やかに委託業務実施計画書を監督員に提出すること。 

⑵ 委託業務実施計画書には、次の事項を記載すること。 

ア．業務概要  イ．実施方針  ウ．業務工程（調査地区等の順序等を明記したもの。）   

エ．成果物の内容、部数  オ．班編成と各責任者  カ．連絡体制（緊急時含む。） 

キ．使用する主な調査機器・器具類  ク．その他 

⑶ 使用する調査機器のうち、漏水探知器・相関式漏水探知器・多点相関式漏水探知器について 

は、漏水防止調査作業期間内において機器の性能を保証する、メーカーの点検報告書を添付す 

ること。なお、委託業務実施計画書提出時に添付できない場合は、履行開始日までに提出する 

こと。 

⑷ 受注者は、委託業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、そ 

の都度、監督員に変更委託業務実施計画書を提出すること。 

⑸  監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な実施計画に係る資料を提出するこ 

と。 

 

７ 資料の貸与及び返却 

⑴ 受注者からの請求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、設計図書に定める図書及 

びその他関係資料を受注者に貸与する。ただし、各種基準、参考図書等市販されているものに 

ついては、受注者の負担において備えること。 

⑵ 受注者は、関係資料等を借用した場合は、貸与品借用書を監督員に提出すること。 

⑶ 受注者は、貸与された図面及びその他関係資料の必要がなくなったときは、ただちに監督員 

 に返却するとともに、貸与品返還書を提出すること。 

⑷ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱わなければならない。万一、滅失 

又は損傷した場合には、貸与品（支給品）滅失・毀損報告書を監督員に提出し、受注者の責任 

と費用負担において修復すること。 

 

８ 支給品 

⑴ 受注者は、支給品があった場合は、支給品受領書を監督員に提出すること。 

⑵ 受注者は、支給品を丁寧に扱わなければならない。万一、滅失又は損傷した場合には、貸与 

品（支給品）滅失・毀損報告書を監督員に提出し、受注者の責任と費用負担において修復する 

こと。 

⑶ 受注者は、業務完了時に、支給品使用状況報告書を監督員に提出すること。 
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９ 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 

⑴ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合で、その時間を 

変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議すること。 

 ⑵ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、官公庁の 

休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければ 

ならない。 

 

10 関係官公庁への手続き等 

⑴ 関係官公庁及びその他の関係者に対し緊密な連絡体制をとり、円滑に業務を行うこと。  

 ⑵ 道路使用許可書の写しを毎月監督員に提出すること。 

⑶ 関係官公庁及び警察署等から別途指示がある場合は、それに従い業務を行うこと。  

 

11 関連法令及び条例の遵守 

受注者は、業務等の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければなら 

ない。 

 

12 安全管理 

⑴ 現道部の作業にあたっては、一般交通に与える障害を最小限にとどめるよう配慮するととも 

に、交通誘導警備員を適切に配置し作業中の安全を確保しなければならない。 

⑵ 地上及びに地下の既設構造物等に損傷を与えないための措置を適切に講じ、業務を行うこと。 

 

13 身分証明書等 

⑴ 技術者への身分証明書は、受注者からの身分証明書交付申請を受け交付する。 

⑵ 技術者は、身分証明書及び腕章（受注者名等記入）を着用し業務を行うこと。 

⑶ 業務に使用する車両には、本業務（受託業務名、受注者名及び発注者名等記入）を示したシ 

ート等を貼り付けること。 

⑷ 身分証明書は、常に携帯し、他人に譲渡又は貸与してはならない。 

⑸ 関係人から請求があった場合は、身分証明書を提示し、適切に対応すること。 

⑹ 本業務完了後は、速やかに身分証明書を監督員に返納すること。 

⑺ 技術者の変更がある場合は、速やかに身分証明書の交付申請及び返納を行うこと。 

 

14 報告義務 

⑴ 受注者は、委託業務実施中に事故等が発生した場合は、所定の様式により事故報告書を速や 

かに監督員に提出すること。 

⑵ 関係人から業務に係る問い合わせや苦情等を受けた場合は、適切に対応するとともに速やか 

に監督員に報告すること。 

 

15 業務日報 

日々の業務過程及びその他必要事項を記載した業務日報を作成し、翌朝までに監督員に提出す 

ること。 
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16 写真撮影 

受注者は作業内容が明確に分かるように業務記録写真を撮影しなければならない。また、写真 

は監督員が随時点検できるように整理しておくとともに、業務完了時に提出しなければならない。 

撮影内容及び頻度等は、記録写真撮影基準（特－別表）のとおり。  

 

17 異常時の対応 

本業務において、調査対象施設の異常等を発見した場合は、状況を調査し、速やかに監督員に 

報告すること。  

 

18 成果物の帰属 

成果物はすべて発注者の所有とし、監督員の承認を得ず、他に公表、貸与、使用等をしてはな 

らない。 

 

19 検査 

  検査は履行期間内に受注者の立会いの下で実施すること。 
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特 記 仕 様 書 

 

第１章 共通 

 

１ 委託業務実施報告書 

⑴ 本業務の完了時には、委託業務実施報告書を提出すること。  

⑵ 本報告書は、調査点検終了後、速やかに提出すること。  

⑶ 報告書の内容は次のとおりとする。  

   ファイル形式は PDF 形式とする。ただし、集計表及び月報はエクセル形式、測定デー  

タは FDX 形式又は FDD 形式とする。  

 ア 調査点検共通報告書  

(ｱ) 調査点検概要  

(ｲ) 使用機器  

(ｳ) 調査点検手順  

(ｴ) 実施管理表  

  イ 漏水防止調査報告書  

(ｱ) 調査結果  

(ｲ) 漏水発見報告集計表  

(ｳ) 漏水分布図  

(ｴ) 多点相関調査解析結果  

  ウ 管路巡視点検報告書  

(ｱ) 点検結果  

(ｲ) 管路異常発見入力集計表  

(ｳ) 弁栓類点検記録表及び入力集計表  

(ｴ) 水管橋・橋梁添架管点検記録表及び入力集計表  

(ｵ) 管路異常分布図  

  エ 定置式自記録水圧計測定点検報告書  

(ｱ) 月報  

(ｲ) 測定データ  

 

２ 電子納品 

 ⑴ 本業務は、委託業務実施報告書及び業務記録写真の電子納品対象業務である。  

 ⑵ 電子納品とは、委託業務実施報告書及び業務記録写真等を電子データで納品すること  

をいう。ここでいう電子データとは、「工事・業務委託の電子納品の手引」（以下「手  

引」という。）に基づいて作成したものを指す。  

 ⑶ 成果物は、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体で２部、電子データの  

印刷物（弁栓類点検記録表を除く。）を１部提出すること。なお、業務記録写真の印刷  

物はダイジェスト版とし、詳細は監督員と協議すること。  

 ⑷ 電子納品にあたっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーが  

ないことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で提出すること。  
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３ 成果物について 

   提出する成果物は次のとおりとする。  

 ⑴ 調査点検共通報告書  

 ⑵ 漏水防止調査報告書  

 ⑶ 管路巡視点検報告書  

 ⑷ 定置式自記録水圧計測定点検報告書  
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第２章 漏水防止調査 

 

１ 班編成 

現地における漏水調査に係る１班当たりの構成人員は、仕様書第４項第１号に定める技術  

者とし、２名以上とする。  

 

２ 作業計画 

⑴ 漏水調査を行うための図面複写及び工程管理等の資料作成を行うこと。なお、図面複写  

に必要な原図等は、本局から貸与する。  

⑵ 毎週、具体的な工程を把握するため、週の工程表を週初めまでに提出すること。  

 

３ 現場下見調査 

漏水調査を行う前に多点相関調査の路線について、現地と配管図を照合し、調査範囲及び  

地域の特性等を確認すること。  

 

４ 戸別音聴調査 

⑴ 調査地区内の各戸の道路上止水栓を音聴棒等により調査し、漏水音（疑似漏水音を含む。） 

を発見すること。なお、止水栓が道路上に存在しない場合は、道路下の給水管を漏水探知  

器等により調査すること。  

⑵ 止水栓の操作が必要な場合は、所有者、使用者又は管理者の承諾を得た上で実施し、調  

査終了後は開栓忘れがないよう確認すること。  

⑶ 調査地区等は、別表「漏水調査地区一覧表」のとおり。  

 

５ 弁栓音聴調査 

⑴ 調査地区内の口径２５０ｍｍ以下の配水管について、管路に付属する仕切弁及び消火栓  

等を音聴棒等により調査し、漏水音（疑似漏水音を含む。）を発見すること。  

⑵ 調査地区等は、別表「漏水調査地区一覧表」のとおり。  

 

６ 多点相関調査 

⑴ 軌道・国道横断管及び法面に布設された管路について、弁栓類に多点相関式漏水探知器  

のロガーを設置し、異常音を多点で同時測定する（ロガーは最低２か所以上設置）。その  

後、ロガーを回収し、測定データ処理及び解析を行い、漏水路線を判定すること。  

⑵ 測定時間帯は深夜とし、１時間程度の間隔で最低３回以上測定すること。また、１回当  

たりの測定時間は最低４０秒以上の連続測定とする。  

 ⑶ 多点相関式漏水探知器は、Ｚコア、サウンドセンス及びこれと同等以上のセンサー感度  

を有し、測定データが蓄積でき、かつ、パソコンによりデータ解析及び保存ができる機能  

を有すること。  

⑷ ロガーの設置・回収は、原則昼間に行い、事前に監督員の承諾を得ること。  

⑸ 調査回数及び調査数量の内訳等は、別表「漏水調査地区一覧表」のとおりとし、調査路  

線の詳細は、監督員の指示による。  
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７ 漏水確認調査 

⑴ 音聴調査等により漏水音（疑似漏水音を含む。）を発見した場合又は本局から別途、漏  

水調査を依頼した場合に、相関調査やボーリング調査等を実施し、漏水の有無を含めてそ  

の位置の確認を行うこと。なお、調査に当たっては、地下埋設物に損傷を与えないように  

十分留意すること。  

⑵ 敷地内への立ち入り調査が必要な場合は、広報紙により、所有者、使用者又は管理者に  

対して調査の主旨を説明し、承諾を得た上で行うこと。  

⑶ 広報紙は、監督員の確認を得て作成すること。また、作成後は速やかに広報紙１部を監  

督員に提出すること。  

⑷ 調査点検終了後には、年間の疑似音件数及び漏水確定件数を取りまとめ、監督員に提出  

すること。  

 

８ 漏水報告書の作成 

調査点検によって発見した漏水は、漏水報告書により監督員へ速やかに報告すること。  

 

９ 現場管理 

道路上の弁栓類（止水栓等を含む。）の鉄蓋の埋没、突出及び欠損等、又は躯体内部の異  

常（溜まり水、土砂堆積、腐食等）があるとき、あるいは配管図等に誤記があるときは、現  

地状況報告書又は弁栓類点検記録表により監督員へ速やかに報告すること。  

 

10 修理の立会 

漏水修理において、監督員の指示がある場合は、修理現場に立会うこと。  
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第３章 管路巡視点検 

 

１ 班編成 

  現地における管路巡視点検に係る１班当たりの構成人員は、仕様書第４項第１号に定める  

 技術者を２名以上とし、内１名は調査技師とする。  

 

２ 作業計画 

⑴ 管路巡視点検を行うための図面複写及び工程管理等の資料作成を行うこと。なお、図面  

複写に必要な原図等は、本局から貸与する。  

⑵ 毎週、具体的な工程を把握するため、週の工程表を週初めまでに提出すること。  

 

３ 管路パトロール 

⑴ 本局が指定する路線について、車両からの目視及び必要な場合は徒歩によりパトロール  

を行うこと。  

⑵ 水道管埋設路線上の道路陥没等の異常及び地上漏水の有無を確認すること。  

⑶ 弁栓類鉄蓋（電気ハンドホールを含む。）の有無や陥没、段差等を確認すること。  

⑷ 水管橋又は橋梁添架管の配管及び構造部材・付帯設備について、漏水の有無や塗装状態  

を確認すること。  

⑸ 異常を発見した場合は、現地状況報告書により監督員へ速やかに報告すること。  

⑹ パトロール延長の内訳等は、別表「管路巡視点検地区一覧表」のとおりとし、点検路線  

の詳細は監督員の指示による。  

 

４ 弁栓類点検 

 ⑴ 本局が指定する路線の弁栓類について、目視による外内部の点検を行うこと。  

⑵ 鉄蓋周辺の状態を確認し、陥没・段差等の有無を点検すること。  

⑶ 鉄蓋の状態を確認し、開閉操作性・ガタツキ・蓋の浮き・劣化損傷の有無等を点検する  

こと。  

 ⑷ 弁室内部の状態を確認し、弁栓類のズレ・土砂や水の有無等を点検すること。  

⑸ 仕切弁については、スピンドル上端部の深度を計測すること。  

⑹ 弁栓本体の状態を確認し、塗装及び腐食状況を点検すること。  

⑺ 目視及び音聴棒により、漏水の有無を点検すること。  

⑻ 弁室内部に土砂等がある場合は排出し、監督員の指示の下、適切に処分すること。  

⑼ 外内部の状態については、デジタルカメラによる撮影を行うこと。また、土砂等の排出  

を行う場合には、排出前後の状態を撮影すること。  

⑽ 点検結果、コメント及び点検状況写真を記載した弁栓類点検記録表を作成し、提出する  

こと。  

⑾ 弁栓類点検数の内訳等は、別表「管路巡視点検地区一覧表」のとおりとし、弁栓類の詳  

細は監督員の指示による。  

 

５ 水管橋・橋梁添架管点検 

⑴ 本局が指定する水管橋・橋梁添架管について、目視又は拡大写真による詳細点検を行う  

こと。  
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⑵ 「水管橋点検・評価マニュアル」（日本水道鋼管協会 WSP 082-2024）に示された各部  

材・部位の全てについて径間毎に点検すること。また、目視で確認できない箇所はポール  

カメラ等を使って点検すること。  

⑶ 橋台部に管路用地を有する箇所については、管路用地のフェンスや門扉等の状況、その  

他の異常の有無についても確認すること。  

⑷ 水管橋又は橋梁添架管の状況については、デジタルカメラによる撮影を行うこと。  

⑸ 点検結果については、水管橋・橋梁添架管点検記録表に記載し提出すること。また、点  

検記録表には、撮影方向ごとに異常箇所の位置が分かるよう図面又は写真に記載すること。 

⑹ 漏水が確認された場合には、漏水報告書により監督員へ速やかに報告すること。  

⑺ 水管橋・橋梁添架管点検箇所の内訳等は、別表「管路巡視点検地区一覧表」のとおりと  

し、水管橋・橋梁添架管の詳細は監督員の指示による。  
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第４章 定置式自記録水圧計測定点検 

 

１ 班編成 

現地における測定点検に係る１班当たりの構成人員は、仕様書第４項第１号に定める技術  

者を２名以上とし、内１名は調査助手とする。  

 

２ 測定点検 

⑴ 本局が作成した作業計画に基づき、定置式自記録水圧計（データロガ式）のデータ回収、  

作動確認及び外観点検を行うものとする。なお、異常等がある場合は速やかに監督員に報  

告すること。  

 ⑵ 巡回周期及び測定点検内容等は、下表のとおりとする。  

項  目  内  容  

巡回周期   ２週間  

測

定  

点

検  

データ回収   データ取込み  

作動確認  
 機器の作動確認  

 電池等の消耗品の取替え  

外観点検  
 水圧計及びその周辺に破損及び漏水がないことの確認  

 止水栓及びその周辺に異常がないことの確認  

報告書作成  

 月毎にデータを整理し、翌月１５日までに報告する。また、 

 ４月については、前年度の最終測定点検日（令和８年３月  

 １３日の予定）から令和８年３月３１日までのデータも併  

せて整理し、報告する。なお、３月については、令和９年  

３月１２日を最後の測定日とし、速やかに報告する。  

 

⑶ 本業務は、常時監視することを目的としているため、機器の取扱いには十分注意するこ  

と。また、必要に応じて巡回等を行い、データ欠測とならないよう対応すること。  

⑷ 設置場所は、別表「定置式自記録水圧計測定点検一覧表」のとおり。  

 

３ 報告書作成 

報告様式等については、監督員の指示による。  

 

４ 使用備品 

測定点検に必要な自記録水圧計（データ取込み用ソフト含む。）、充電池、充電器等は、 

 本局から貸与する。  
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１ 漏水調査地区一覧表 

⑴ 戸別・弁栓音聴調査 

 

 

⑵ 多点相関調査 

 

 

２ 管路巡視点検地区一覧表 

⑴ 管路パトロール、弁栓類点検 

 

戸別音聴調査
(km)

弁栓音聴調査
(km)

【参考】
戸数(戸)

戸別音聴調査
(km)

弁栓音聴調査
(km)

【参考】
戸数(戸)

安東二丁目 3.45 3.45 251 可部二丁目 5.72 5.72 489

安東四丁目 7.99 7.99 793 三入四丁目 1.59 1.59 83

上安四丁目 6.05 6.05 461 可部町大字勝木 18.44 18.44 658

上安五丁目 5.41 5.41 426 口田南一丁目 3.92 3.92 507

相田三丁目 10.38 10.38 1,072 口田南二丁目 2.20 2.20 337

相田四丁目 2.87 2.87 251 落合南八丁目 2.99 2.99 187

高取北一丁目 6.53 6.53 623 安佐町大字毛木 7.99 7.99 77

中筋二丁目 1.03 1.03 129 158.46 158.46 12,839

中筋四丁目 1.66 1.66 107

八木六丁目 3.31 3.31 350

八木町 4.98 4.98 86

長束三丁目 3.50 3.50 566

長束四丁目 1.93 1.93 277

長束五丁目 4.42 4.42 596

長束西三丁目 2.58 2.58 205

東原二丁目 2.09 2.09 210

東原三丁目 3.76 3.76 416

西原三丁目 2.98 2.98 253

山本五丁目 7.78 7.78 778

祇園七丁目 2.38 2.38 480

伴東五丁目 4.36 4.36 300

伴東八丁目 12.06 12.06 1,154

大塚西二丁目 7.67 7.67 354

大塚西三丁目 6.44 6.44 363

安佐南区

調　査　地　区 調　査　地　区

安佐北区

合　　　　　　計

調査地区
現場下見調査

(km)
多点相関調査

(km)
調査回数
（回）

ロガー設置数
(箇所)

【参考】
調査路線数

安佐南区 1.00 1.00 1 32 16

安佐北区 3.84 3.84 1 104 52

合 計 4.84 4.84 - 136 68

仕切弁等 消火栓 空気弁 計

安佐南区 131.59 －　 －　 －　 －　

安佐北区 143.34 816 122 449 1,387

点検管路※2 安佐北区 453.39 －　 －　 －　 －　

728.32 816 122 449 1,387

※1　緊急輸送道路下の鋳鉄管、導・送・揚水管、口径300㎜以上の配水管等

※2　上記以外の管路

合　　　　　　計

点　検　地　区
管路パトロール

延長(km)

弁栓類点検(箇所)

重要管路※1

別 表 
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 ⑵ 水管橋・橋梁添架管点検 

 

 

1 安佐日橋添架管 安佐北区安佐町大字後山地先 安佐北区安佐町大字後山地先 SP 500 31 橋梁添架 1

2 矢口橋添架管 安佐北区口田南二丁目1番 安佐北区口田南七丁目16番 SP 300 21 橋梁添架 1

3 岩上橋添架管 安佐北区落合一丁目43番 安佐北区落合一丁目44番 SP 400 5 橋梁添架 1

4 落合橋添架管 安佐北区落合一丁目44番 安佐北区落合一丁目45番 SP 400 5 橋梁添架 1

5 新玖村橋水管橋 安佐北区落合一丁目1番 安佐北区落合二丁目37番 SP 600 45 フランジ補剛 1

6 新玖村橋添架管 安佐北区落合三丁目19番 安佐北区落合二丁目36番 SP 200 46 橋梁添架 1

7 三篠川水管橋 安佐北区深川一丁目17番 安佐北区深川二丁目33番 SP 700 98 フランジ補剛 3

8 根之谷川橋水管橋 安佐北区深川二丁目23番 安佐北区可部南一丁目8番 SP 700 75 パイプビーム 3

9 中島用水路添架管 安佐北区可部南五丁目11番 安佐北区可部南五丁目10番 SP 600 8 橋梁添架 1

10 新川橋水管橋 安佐北区可部東一丁目1番 安佐北区可部南二丁目1番 SP 400 72 フランジ補剛 3

11 上原橋添架管 安佐北区可部東二丁目1番 安佐北区可部二丁目35番 SP 200 73 橋梁添架 1

12 新横川橋水管橋 安佐北区三入一丁目26番 安佐北区可部八丁目7番 SP 300 21 フランジ補剛 2

13 奥田橋添架管 安佐北区倉掛三丁目2番 安佐北区倉掛一丁目3番 SP 500 30 橋梁添架 1

14 原無蓮寺橋添架管 安佐北区白木町大字秋山704番地 安佐北区白木町大字秋山1828番地 SP 75 63 橋梁添架 1

15 久地水管橋 安佐北区安佐町大字久地6番地 安佐北区安佐町大字久地49番地 DCIP 400 4 パイプビーム 1

16 小野原橋添架管 安佐北区安佐町大字久地2107番地 安佐北区安佐町大字久地2102番地 DCIP 300 36 橋梁添架 1

17 川井橋添架管 安佐北区安佐町大字久地5496番地 安佐北区安佐町大字久地5249番地 DCIP 300 39 橋梁添架 1

18 あさひが丘添架管 安佐北区あさひが丘六丁目8番 安佐北区あさひが丘六丁目9番 DCIP 300 4 橋梁添架 1

19 玄道橋添架管 安佐北区亀山二丁目11番 安佐北区亀山南三丁目1番 DCIP 300 18 橋梁添架 1

20 両延橋添架管 安佐北区亀山四丁目17番 安佐北区亀山南三丁目15番 DCIP 300 31 橋梁添架 1

21 城裏橋添架管 安佐北区可部七丁目23番 安佐北区可部七丁目23番 SUSP 300 42 橋梁添架 1

22 襟免橋水管橋 安佐北区落合南七丁目29番 安佐北区落合南七丁目29番 DCIP 400 17 パイプビーム 2

23 北山橋添架管 安佐北区真亀一丁目21番 安佐北区亀崎一丁目21番 DCIP 150 21 橋梁添架 1

24 寺迫橋添架管 安佐北区落合四丁目1番 安佐北区落合五丁目15番 DCIP 400 60×2 橋梁添架 1×2

25 上原大橋添架管 安佐北区可部東二丁目6番 安佐北区可部南五丁目8番 DCIP 400 82 橋梁添架 1

26 下町屋橋添架管 安佐北区可部町大字上町屋地先 安佐北区可部九丁目28番 DCIP 300 30 橋梁添架 1

27 重清橋添架管 安佐北区可部町大字南原1番地 安佐北区可部九丁目1番 DCIP 300 21 橋梁添架 1

28 有楽橋添架管 安佐北区三入四丁目9番 安佐北区三入四丁目9番 DCIP 300 76 橋梁添架 1

29 山倉川橋添架管 安佐北区三入七丁目2番 安佐北区三入七丁目3番 DCIP 200 16 橋梁添架 1

30 一之瀬橋添架管 安佐北区深川七丁目1番 安佐北区上深川町50番地 DCIP 300 109 橋梁添架 1

31 抱岩橋添架管 安佐北区上深川町地先 安佐北区上深川町地先 DCIP 300 70 橋梁添架 1

32 狩留家橋添架管 安佐北区狩留家町3561番地 安佐北区狩留家町2858番地 DCIP 300 21 橋梁添架 1

33 狩留家町添架管1 安佐北区狩留家町5943番地 安佐北区狩留家町5548番地 DCIP 100 8 橋梁添架 1

34 狩留家町添架管2 安佐北区狩留家町6061番地 安佐北区狩留家町6061番地 DCIP 100 6 橋梁添架 1

35 大椿橋添架管 安佐北区白木町大字三田3084番地 安佐北区白木町大字三田6584番地 DCIP 400 92 橋梁添架 1

36 弥谷橋添架管 安佐北区白木町大字三田8405番地 安佐北区白木町大字三田8405番地 SUSP 400 13 橋梁添架 1

37 三田大橋添架管 安佐北区白木町大字三田986番地 安佐北区白木町大字三田8924番地 DCIP 400 102 橋梁添架 1

38 白木大橋添架管 安佐北区白木町大字三田297番地 安佐北区白木町大字三田9531番地 DCIP 400 94 橋梁添架 1

39 秋山橋添架管 安佐北区白木町大字秋山890番地 安佐北区白木町大字秋山1743番地 DCIP 400 74 橋梁添架 1

40 落合橋添架管 安佐北区白木町大字小越256番地 安佐北区白木町大字秋山350番地 DCIP 400 47 橋梁添架 1

41 中原橋添架管 安佐北区白木町大字秋山537番地 安佐北区白木町大字秋山2069番地 DCIP 100 91 橋梁添架 1

径間数
延長
（m）

点検箇所 設置場所（左岸） 設置場所（右岸）
口径
(mm)

管種 形式
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３ 定置式自記録水圧計測定点検一覧表 

 

 

所 在 地

1 八木 安佐南区八木町208

2 緑井八丁目 安佐南区緑井八丁目34-2

3 伴東二丁目 安佐南区伴東二丁目38-32

4 川内五丁目 安佐南区川内五丁目21-8

5 東原二丁目 安佐南区東原二丁目8-23

6 可部一丁目 安佐北区可部一丁目20-32

7 矢口が丘 安佐北区口田南八丁目18-24

設 置 場 所
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漏水防止調査及び管路巡視点検作業記録写真撮影基準      
 

１ 目的 

この基準は、広島市水道局（以下「本局」という。）の委託する漏水防止調査及び管路巡視

点検作業で、受注者が本局に提出する業務記録写真の撮影方法及び整理方法について、必要な

事項を定め、受注者が業務の経過及び履行状況等を適切に記録することを目的とする。 

 

２ 撮影内容 

業務記録写真の撮影項目及び頻度は、下表の「撮影内容一覧表」による。なお、これにより

がたい場合は監督員と協議の上、撮影する。 

 

撮影内容一覧表 

項  目 頻  度 
黒板表示内容

（例） 

漏水防止調査 

 使用機器、腕章、保安用

品等 

物品毎に１枚以上撮影 使用機器等の名称

等 

作業計画 １枚以上撮影 作業計画状況 

現場下見調査 ５ｋｍ程度毎に１枚以上撮影 現場下見調査状況 

戸別音聴調査 町、丁目別に１枚以上撮影 戸別音聴調査-町、

丁目等 

弁栓音聴調査 町、丁目別に１枚以上撮影 弁栓音聴調査-町、

丁目等 

多点相関調査 路線毎に１枚以上撮影 多点相関調査-区・

町－番号-センサ

ー設置状況 

多点相関調査解析 １枚以上撮影 調査解析状況 

漏水確認調査（水道局

依頼分） 

依頼毎に１枚以上撮影 漏水確認調査（水

道局依頼分）-管理

事務所名及び立会

者名 

管路巡視点検 

 作業計画 １枚以上撮影 作業計画状況 

管路パトロール 点検管路：３０ｋｍ程度毎に

１枚以上撮影 

管路パトロール-

点検管路：管路パ

トロール状況 

重要管路：３０ｋｍ程度毎に

１枚以上撮影 

管路パトロール-

重要管路：管路パ

トロール状況 

水管橋・橋梁添架管：管理番号

毎に１枚以上撮影 

管路パトロール-

水管橋・橋梁添架

管：管路パトロー

ル状況 

弁栓類点検 点検弁栓類毎に３枚以上撮影 

（鉄蓋周囲の遠景及び近景並

びに弁室内の状況） 

弁栓類点検- 

・全景点検状況 

・点検状況 

・異常（詳細）状況 

・段差等計測寸法 

特－別表 
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・溜水、土砂堆積

状況 

・溜水排水、土砂

堆積除去後状況 

・鉄蓋寸法 

弁栓音聴：１日１枚以上 ・弁栓音聴状況 

水管橋・橋梁添架管点

検 

・全景：１枚以上撮影 

・配管部（径間毎）：３延長方

向（右岸側、中央部、左岸側）

における４断面方向（管頂、上

流側側部、下流側側部、管底）

から１枚以上撮影 

・点検部材・部位毎に１枚以

上撮影 

 

水管橋・橋梁添架

管- 

・全景 

・配管部の延長方

向名及び断面方向

名 

・点検状況-点検

部材・部位名 

・異常（詳細）状況 

定置式自記録水圧計測定点検 

 測定点検 設置場所毎に１枚以上撮影 定置式自記録水圧

計測定点検-設置

場所名称 

安全管理状況及び保安施設

状況 

適宜撮影 安全管理状況及び

保安施設状況-配

置（人数）状況 

 

３ 撮影に関する留意点 

⑴ 業務写真の撮影は、担当者を定めて責任をもって撮影から整理までの管理を一括し    

て行うこととし、業務の規模によっては、撮影補助者をあらかじめ定めておく。 

⑵ 調査地区が確認できるよう、可能な限り目標物を画面に入れて撮影するとともに、黒板等

には地区だけでなく町、丁目及び番地を記入する。 

⑶ 点検（異常）状況写真は、点検（異常）状況が確認できる資料となるように撮影する。 

⑷ 計測寸法写真は、測定器具を使用し、目盛が正確に読み取れるように配慮して行う。 

⑸ 暗い部分の撮影や夜間に撮影を行う場合は、必要に応じてストロボ、照明等の補助用具を 

適宜使用し、被写体が明瞭に写るようにする。 

⑹ 安全管理写真は、業務における保安施設等の配置状況や安全確保のための対策等の状況

を把握するために撮影する。 

⑺ 家屋等への損傷をあたえる恐れがある場合は、あらかじめ想定される影響範囲の建物そ

の他の構造物について、着手前に撮影し、家屋等へ損傷を与えた場合は、その状況について

詳細に撮影する。 

⑻ 水道局依頼の漏水調査の場合、管理事務所名・立会者名を黒板に記入する。 

⑼ 弁栓類点検は、補修弁の有無及びボルトナット等の腐食状況が確認できる角度で撮影す

る。 

 

４ 使用器具 

⑴ カメラ 

原則として、デジタルカメラを使用する。なお、調査・点検に使用するデジタルカメラは 

１００万画素程度以上とするが、水管橋・橋梁添架管点検に使用するデジタルカメラは、１

２００～２０３０万画素、光学高倍率ズーム１０～３０倍程度を基本とする。 
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⑵ 黒板等（表示板） 

ア 写真撮影の内容を明確に表すため、必ず黒板等を入れて撮影する。 

イ 黒板等の様式は、下図を参考とし必要事項を記入する。 

ウ デジタル写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子 

化についての一部改定について」（令和 3年 3月 26日付け国技建管 21号）に基づき実 

施する。 

黒板等記入例 
 

 （漏水防止調査）              （管路巡視点検） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 業務写真の整理 

⑴ 整理上の留意点 

整理する順番は、撮影内容の項目毎に、業務の着手から完成までの経過が把握できるよう 

に順序良く編集する。 

⑵ 写真帳（ダイジェスト版）の作成 

写真帳の様式は、A4版縦型とし、表紙には、業務名、受注者名を記入する。 

 

６ 業務写真のファイル作成における仕様 

電子媒体に記録する業務写真等の作成については、別に定める「工事写真等の電子納品作成

基準」による。 

 

７ その他 

この基準に定めのない事項については、必要に応じて監督員と協議の上、決定する。 

 

令和○年度 

業務名 ○区ほか漏水防止調査及び 

管路巡視点検作業 

工種 弁栓類点検 

地区 〇〇区 

管理番号 

 SIKIRI - 〇〇〇〇〇 

 

受注者名 

 

令和○年度 

業務名 ○区ほか漏水防止調査及び 

管路巡視点検作業 

工種 漏水確認調査（水道局依頼分） 

地区  

住所 

〇区〇〇町〇丁目〇番〇号前 

（立会者：〇〇管理事務所 〇〇技師） 

受注者名 
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業務条件明示 

明 示 項 目 明  示  内  容 

工程関係 １．本業務の業務時間帯は、８時３０分から１７時を見込んでいるが、業務時間帯の変

更が必要となった場合には別途協議することとしている。 

２．本業務の業務日は、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する市の休日を除く日とする。 

３．定置式自記録水圧計測定点検を除く現場作業は、令和９年１月２９日までに実施す

ること。 

 

漏水確認調査  本局から別途依頼する漏水確認調査については、１回につき１班・半日を標準とし、 

当該調査を実施した場合は、設計変更の対象とする。 

なお、調査の実施に当たっては、監督員又は管理事務所職員と日程等を協議の上、速 

やかに対応すること。 

 

水管橋・橋梁添

架管点検 

 水管橋・橋梁添架管点検は、デジタルカメラでの撮影を見込んでいるが、動画（４K） 

により撮影を行うことを妨げるものではない。 

安全対策関係 一般国道５４号、一般国道１８３号及び主要地方道広島三次線における作業について

は交通誘導警備員Ａを、その他路線における作業については交通誘導警備員Ｂを適切に

配置すること。 

その他 １．本業務は、水道施設維持管理業務委託積算要領－管路等管理業務個別委託編－（日

本水道協会 平成３０年１２月発行）を参考に積算している。 

２．本業務の積算における単価は、令和７年１０月単価を適用している。 

 



業　務　場　所

業 務 名

写　図

摘 要図面枚数

業務番号

係　長 課･所･場長

設　　計 Ａ３

縮尺

設　計

管　理　番　号

図面寸法

配管台帳図面番号

広島市水道局　技術部　維持課

1/200,0001枚の内1葉

令和８年度

令和7年11月－日

位置図 S=1/200,000

広島市 安佐南区・安佐北区

安佐南区

安佐北区

安佐南区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業

凡　　　　　例

業務場所

漏水防止調査　　　　　　　　１式

定置式自記録水圧計測定点検　１式

業　務　内　容

管路巡視点検　　　　　　　　１式




